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～環境課からのお知らせ～ 
問 0562-92-1113 

 

 

 

 

 

こんにちは、マッタマンです！ 

日頃より、豊明市の分別にご協力いただきありがとうございます。 

今回は、環境課よりお知らせです。 

２０２６年４月から、ごみの出し方に変更がありました。 

★電池類が燃えるごみの収集日でごみ置き場に出すことができるようになります★ 

 〇出すことができるのは、週２回です。 

   例：燃えるごみの収集日が月・木曜日の場合は、電池類も月・木曜日になります。 

 〇中身の見える無色透明な袋（市販の袋やジッパー付のビニール袋など）に入れて出してくださ

い。 ※燃えるごみの赤い袋に入れないでください！収集車の火災の原因になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇電池は、使い切った状態で出してください。 

 〇捨てる電池は、プラス極、マイナス極を絶縁してから出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 捨てることができる電池類は裏面のとおりです。 

 

①ビニールテープを用意 
（セロハンテープでも OK） 

②、③プラス極、マイナス極を絶縁 
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★蛍光灯の捨て方が変わります★ 

 〇今まで：「不燃ごみ」で捨てる。 

 〇これから：破砕している蛍光灯は「不燃ごみ」 

         破砕していない蛍光灯は下記の市内３か所に持ち込む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  割れていない蛍光灯はリサイクルすることができます。また蛍光灯は、人体に影響のある水銀が

微量ですが含まれており、破砕することで分散されます。  

  ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 


